
 

 

 

次期「徳島県消費者基本計画」の策定について（案） 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

   現行の「徳島県消費者基本計画」の計画期間が、令和８年度末をもって終了す

ることから、デジタル化の進展や高齢化など、消費者を取り巻く社会情勢の変化

に的確に対応するため、次期計画の策定に着手する。 

 

 

２ 計画の概要 

根拠法令: 徳島県消費者基本条例第１０条、 

消費者教育の推進に関する法律第１０条 

計画期間: 令和９年度から令和１３年度まで（５年間） 

 

 

３ 策定体制 

(1) 徳島県消費生活審議会 

知事の諮問に応じ、計画の策定方針、素案（パブリックコメント案）及び最 

終案の審議・答申を行う。 

 

(2) 計画策定部会（仮称）の設置 

審議会の下に、学識経験者や関係団体等で構成する部会を設置し、施策の具 

体的な内容や数値目標等の実務的な検討を行う。 

 

 

４ スケジュール（予定） 

・７月      第１回 消費生活審議会（策定方針の審議） 

・８月～１０月  計画策定部会（３回程度、素案の検討・作成） 

・１１月     第２回 消費生活審議会（素案の承認） 

・１２月～１月  パブリックコメントの実施 

・２月      第３回 消費生活審議会（最終案の審議・答申） 

・３月      新計画の公表 

 

資料４ 


